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ごみ減量化・資源化に向けた取組について 

 

第１ 今年度実施（予定含む）の新たな取組 

 

１ 食品ロスマッチング支援事業「ひろさきタベスケ」 

(1) 概要 

・事業系ごみに含まれる食品ロスの削減を図る事業。 

・市内で食品を取り扱う協力店が販売・提供する廃棄目前となった食品の情

報をインターネットを介して集約・発信し、市民はスマートフォンのアプ

リを使って予約することで割安に購入できるもの。 

(2) 利用開始日 

  令和６年８月１日（木） 

(3) チラシ 

別添参照 

 

２ プラスチック資源一括回収実証事業 

(1) 概要 

・令和８年度から開始予定であるプラスチック資源の区分新設に向け、市内

一部地域でプラスチック資源の収集を試験的に実施。 

・収集したごみの組成分析調査を合わせて実施。 

・得られた結果を「再商品化計画」の策定や区分新設にあたっての周知方法

などに生かす。 

(2) 実施地区 

  上松原町会 

(3) 収集日 

 令和６年７月４日（木）、11日（木）、18日（木）、25日（木） 

(4) 組成分析調査実施日 

  令和６年７月５日（金）、12日（金）、19日（金）、26日（金） 
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３ 拾い箱プロジェクト 

(1) 概要 

・小学生を対象に、地域で拾ったごみを入れるごみ箱である「拾い箱」の制

作を通して環境に対する意識を高める事業。 

(2) 事業のステップ 

① 小学生を対象とした出前講座で環境に関する講義とごみ拾いの実施 

② 小学生による拾い箱のデザイン作成 

③ 完成した拾い箱を弘前ねぷたまつりでお披露目（エコステーションで

使用） 

④ 小学校へ拾い箱を寄贈 

(3) 参加小学校 

 時敏小学校、第三大成小学校、城東小学校 

(4) 共催 

CHANGE FOR THE BLUE in 青森実行委員会（事務局：青森テレビ） 

 

 

第２ 【関連項目】ゼロカーボンシティひろさきについて 

１ カーボンニュートラル実現に向けた市の考え方 

  当市は、令和６年２月に「ゼロカーボンシティひろさき」を宣言し、2050年

カーボンニュートラル実現に向けた様々な取組を今後さらに加速させていく

考えとしている。 

(1) 気候変動が与える影響 

・地球温暖化の進行によって、異常気象の発生や海面上昇の進行が起こる

だけでなく、農林水産業、金融業への経済影響、災害、難民の発生、安

全保障の問題、健康への影響など、その影響は多岐に渡っている。 

・当市においても、近年は、令和４年８月の大雨被害、令和５年８月 10 日

の記録的猛暑など様々な影響を受けている。 

(2) 気候変動対策に関するこれまでの流れ 

1997年 京都議定書（先進国が温室効果ガス削減目標を設定） 

2015年 パリ協定（すべての締結国が温室効果ガス削減目標を設定・提出） 

完成イメージ 
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2020年 国が「2050年までにカーボンニュートラル」を目指すことを宣言 

2024年 ゼロカーボンシティひろさきを宣言（県内市町村で10番目） 

(3) ゼロカーボンシティの定義 

  脱炭素社会の実現に向けて、2050 年までに二酸化炭素実質排出量ゼロに

取り組むことを表明した地方自治体 

(4) カーボンニュートラルとは 

  温室効果ガスの「排出量」と「吸収量」を均衡させること 

 
（引用：脱炭素ポータル） 

２ 今後の取組 
・令和６年度は、温室効果ガスの排出量削減等を推進するための総合的な計

画である「地方公共団体実行計画・区域施策編」を策定し、省エネ及び再

エネ設備の導入目標並びに目標達成のための施策をとりまとめる予定。 

・2050 年カーボンニュートラルの実現には、市民活動と事業活動の両面で推

進していく必要がある。 

・計画策定と並行して脱炭素を加速させる個別具体の施策を進めていく。 

・市民の取組を促進するため、カーボンニュートラルにつながる取組をわかり

やすく自分事として捉えていただくよう周知を図っていく。 

・また、計画が地域に根差したものとなるよう、産学官民金が参画する『協議

会』を立ち上げ、意見を伺いながら、個別施策の推進と合わせて進めていく。 

《推進体制のイメージ》 

 





アプリまたは
専用サイトから
協力店登録申請

商品を出品

登録！ 登録！
STEP

１

出品！

STEP

２

STEP

３

利用方法 利用者お店

アプリまたは
専用サイトから
ユーザー登録

商品を購入予約

受け取りカード

店頭で受け取り
カードを提示

利用したい店舗を
お気に入り登録すると、
商品出品時にメールや
プッシュ通知が届きます！

弘前市の承認後、
協力店になります

店頭で直接支払い・
商品受け取り

市内で食品販売を行う
すべてのお店

出品できる商品は？

・消費・賞味期限が近い・見た目などで
規格外になったもの・商品の入れ替え・
予約のキャンセルがあったもの　など

小売店、飲食店、パン・菓子・スイーツ・
弁当店、スーパー、コンビニ、宿泊施設、
直売所・農園　など

登録できるお店は？

廃棄を避けるため
早めに売り切りたいもの

弘前市 市民生活部 環境課
〒 036-8551　弘前市上白銀町 1-1
TEL：0172-32-1969
Email：kankyou@city.hirosaki.lg.jp

お問い
合わせ先

「SDGs 未来都市」
弘前市は食品ロス
の削減を推進して
います。

※予約後のキャン
セルは基本的に
NGです。万一キャ
ンセルされる際
は、お店に直接ご
連絡ください。


